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 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  羽 生 満 広 

  議 事 係 長  細 川 雄 哉 

  書         記  山 内 千 洋 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 一般質問             

      議長の諸般報告          

  第 ２ 議案第 ３号 余市町特定教育・保 

      育施設及び特定地域型保育事業の運 

      営に関する基準を定める条例の一部 

      を改正する条例案         

  第 ３ 議案第 ４号 余市町放課後児童健 

      全育成事業の設備及び運営に関する 

      基準を定める条例の一部を改正する 

      条例案              

  第 ４ 議案第 ５号 余市町下水道事業の 

      設置等に関する条例案       

  第 ５ 議案第 ６号 余市町下水道条例の 

      一部を改正する条例案       

  第 ６ 議案第 ７号 余市町水道事業給水 

      条例の一部を改正する条例案    

  第 ７ 議案第 ８号 北海道市町村職員退 

      職手当組合規約の変更について   

  第 ８ 認定第 １号 令和４年度余市町水 

      道事業会計決算認定について    

  第 ９ 意見案第１号 国土強靱化に資する 

社会資本整備等に関する要望意見書 

  第１０ 意見案第２号 ブラッドパッチ療法 

      （硬膜外自家血注入療法）に対する 

      適正な診療上の評価等を求める要望 

      意見書              

  第１１ 意見案第３号 下水サーベイランス 

      事業の実施を求める要望意見書   

  第１２ 意見案第４号 脱炭素と自然再興に 

      貢献するサーキュラー・エコノミー 

      （循環型経済）の推進を求める要望 

      意見書              

  第１３ 閉会中の継続審査調査申出について 

                              

開 議 午前１０時００分 

〇議長（藤野博三君） ただいまから令和５年余

市町議会第３回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は16名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第１、15日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位９番、議席番号９番、土屋議員の発言

を許します。 

〇９番（土屋美奈子君） 令和５年余市町議会第

３回定例会におきまして、通告いたしました一般

質問１件について質問いたします。答弁のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 件名、自治体ＤＸについて。スマートフォンの

普及により情報通信技術は急激に進化をし、イン

ターネットを使った情報収集やコミュニケーショ

ンのみならず、生活の中全てにおいてデジタル技

術は必要不可欠なものとなっております。一方で、

行政の分野でのデジタル化、オンライン化の遅れ

が指摘され、新型コロナウイルス感染症のパンデ

ミックによって顕著になったところです。本町も

令和４年12月に余市町自治体ＤＸに関する全体方

針を策定し、計画を進めているところですが、こ

の各取組事項について進捗状況をお伺いいたしま

す。 

 自治体情報システムの標準化、共通化。 

 行政手続のオンライン化。 

 ＡＩ、ＲＰＡの活用による業務改善の推進。 

 情報セキュリティー対策の徹底。 
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 マイナンバーカードの普及促進。 

 テレワークの推進。 

 文書の電子化の推進及び電子決裁の導入。 

 デジタルディバイド対策。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、土屋議員の質問に

答弁します。 

 余市町自治体ＤＸに関する基本方針、取組事項

の進捗状況ですが、自治体情報システムの標準化、

共通化については国の定める標準準拠システムへ

の移行の目標時期である令和７年度末までに移行

を完了するように準備を進めているところです。 

 行政手続のオンライン化については、ライン総

合窓口として住民票の写し、印鑑証明発行、諸税

及び公課に関する証明、水道閉栓の５業務につい

て申請手続のオンライン化を実施し、またその他

業務については住民の利便性向上と事務作業の効

率化を目指し、適宜オンライン化を推進していき

ます。 

 ＡＩ、ＲＰＡの活用による業務改善の推進につ

いては、生成ＡＩの業務活用の可能性について検

討していきます。 

 情報セキュリティー対策の徹底については、国

が定める地方公共団体における情報セキュリティ

ーポリシーに関するガイドラインに準じた運用を

行っており、今後も最新のサイバーセキュリティ

ー技術の動向を踏まえ、対策を徹底していきます。 

 マイナンバーカードの普及促進については、マ

イナンバーカードの認証機能を利用したぴったり

サービスを活用した行政サービスを推進していき

ます。 

 テレワークの推進については、コロナ禍を中心

にテレワークを行ったところです。 

 文書の電子化の推進及び電子決裁の導入につい

ては、本年４月から電子決裁システムを導入して

います。 

 デジタルディバイド対策については、自治体Ｄ

Ｘに関する取組について誰も残さないとの観点を

踏まえ、国が実施する講師派遣事業等の利用も視

野に入れながらデジタルディバイドの解消に向け

検討していきます。 

〇９番（土屋美奈子君） 再質問をさせていただ

きます。 

 ざっくりと答弁をいただきました。まだ始まっ

たばかりのＤＸというか、デジタルトランスフォ

ーメーションですけれども、いろいろ調べますと

どこの自治体も結構苦労しているというか、なか

なか思うように進んでいないように聞こえていま

す。調べた感じでもそういうふうに取れます。そ

れで、今回質問させていただきました。昨年の令

和４年の12月に計画をつくって進めてきたわけで

すけれども、今現在ここまで進めてきて、本町と

して何か課題として見えてきたものなんかがある

のかどうなのか、そこら辺についてまずお聞きし

たいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、土屋議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 自治体ＤＸに関しては、コロナで進んだ側面も

ありますが、まだまだ私の見ている感じでは全国

的に進んでいないというような印象であります。

余市町においても電子決裁の導入などを行って、

行政のＤＸ化はしていますけれども、やはりまだ

紙の決裁文書もたくさん回ってきますし、その辺

の省力化とスピーディーな電子化にはまだまだ課

題があるというふうに思っています。その一つと

して、私も電子決裁で見るのですけれども、あん

まり工数が削減できないというか、まあまあ手間

はかかるわけなので、だとしたらそもそも電子化

の意味ないよねというような話になりますし、そ

の辺のスピーディーなＤＸといいますか、システ

ムの改善とかも求められるでしょうし、内部に関

してはそういう状況ですし、あとはラインを活用

した総合窓口、10月ぐらいから運用開始するとい

うふうな、さきにも答弁しましたが、徐々にです
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けれども、ゆっくりですけれども、進んでいって

いるというような印象はあります。ただ、すごい

スピードでというわけではないというのが私の印

象です。 

〇９番（土屋美奈子君） 何となくゆっくりと進

んでいるのかなという気がします。今の町長の答

弁を聞いていて、これを進めていくのはまず人の

認識、そこの改革がまずすごく大切なところかな

と思います。これだけの大きな改革というのか、

変革というのか、在り方が変わるようなものとい

うのはすごく難しいのではないのかなと思ってい

ます。ただ、それを今後やっていかなければいけ

ないし、先ほど答弁にあった令和７年度、国のク

ラウドですか、そちらのほうへ移っていくような

形に持っていくのだとしたら、そこまでは何とか

間に合わせていかなければいけないのかなと思う

のだけれども、庁舎全体で意識の共有というもの

を図っていかなければいけないのだろうというふ

うに思います。 

 まず、お聞きをしたいなと思うのが目指すとこ

ろです。どういった社会というか、この先という

か、目指しておられるのか。もし本町にＤＸが必

要でなければやらないのだろうけれども、これか

らの高齢化社会、手法としてはたくさんの課題を

解決できる一つの大きなというか、主軸になって

いくのかなというくらいの手段なのだろうという

ふうに思っています。だから、そこのトップの考

え方をちゃんと伝えることとか、そういった面と

かがあるかなと思いますので、まず目指すところ

というところちょっと聞いておきたいなというふ

うに思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、土屋議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 デジタル化なのですけれども、要は手段が目的

化してはいけないわけであって、きちんと住民生

活の利便性を高めることがＤＸの目的なわけで

す。諸外国の例見てもほぼ、割と大多数の手続が

スマホ一台で完結するようになっていますし、例

えば入国管理とかも、そういうのを含めて事前に

やってから出発するという事例とかも多いです

し、行政系の手続全部スマホで完結するというこ

とが利便性の向上につながっているということで

す。我が国の状況を見ると、まだそこまでの自治

体も含めて状態には至っていなくて、様々なシス

テムが整備されていないというのは、一つ大きな

課題としてあるのでしょうけれども、目指すべき

方向性としてはやはりＤＸによって住民の利便性

を向上するというところは基本究極的なところだ

というふうに思っています。 

〇９番（土屋美奈子君） まさにそうだと思いま

す。手段であって目的ではないということです。

これを使っていろいろなことをこれからできるよ

うになるかもしれないのだけれども、まず庁舎内

にしっかりと考えを伝えていただきたいのと概念

整理というか、余市町としての考え方というもの

をできれば紙でというか、文字でというか、あっ

たほうがいいのかなというふうに思います。うち

の町のＤＸの全体方針なのですけれども、国と整

合性が合うようにつくられておるのでしょうけれ

ども、これも私は横文字があまり得意ではないの

ですが、そういう人ってすごくたくさんいると思

うのです。ただ、自治体ＤＸと書いて、それに日

本語も少しつけてあげればいいと。本町の解釈を

つければいいのかなと私は少し思ったりするので

す。だから、デジタル変革と括弧つけて書くとか、

本町のデジタルＤＸ、デジタル変革についてとい

うような感じで、全てにおいてちょっと注釈をつ

けてやると一回一回あれ、これ何だっけ、ＡＩっ

て何だっけ、そういう細かな分からないところを

調べなくても、ちょっとあると理解がすごく早ま

るような気が私はするのです、苦手なほうだから。

だから、そういったものも考えていただきたいな

というふうに思います。 

 それと、何のためにというお話がございました。
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住民の福祉のためでございまして、もう一つはや

っぱり職員がどう考えるのかというのが、自分た

ちが働きやすい環境をつくっていくというふうに

捉えていただけるかどうかということなのです。

ここを手段として使っていこうとするときに大分

仕事が楽になるのかなというふうに思いますけれ

ども、ここもぜひとも意識づけというか、概念と

して進めていっていただきたいなというふうに思

います。そこはいいです。 

 外部人材のサポートについてお伺いしたいと思

います。外部人材のサポートは本年度はどういう

状況ですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、土屋議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 外部人材に関しては、国の予算を使ってＣＩＯ

補佐官を今年度もお願いしているというところで

あるのと、あとは先ほども答弁しましたけれども、

国のほうで自治体ＤＸの、総務省予算ですけれど

も、派遣事業というのがあるので、その予算を活

用して講師の人に来てもらって、職員向けの講義

をするというようなことやっています。 

〇９番（土屋美奈子君） どういう方を外部人材、

サポートとして、今お手伝いいただいているのか

なというのがちょっと分からなかったのだけれど

も、いろいろな事例を見ると、この力というのは

すごく効き目があるというか、全体図のマネジメ

ントができるくらいの力のある方だと本当に進ん

でいくのです。お聞きをしたかったのは、今現在

どういったサポートをしていただいているのかと

いうことと、もう一つは本町で今必要な部分とい

うのはどこかという、洗い出しというか、弱いと

ころ、そこはしっかり洗い出したほうがいいので

はないのかなと、そこに向かって探したほうがい

いのではないのかなと私は思うのですけれども、

ここについての見解をお聞きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、土屋議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 外部人材の具体的な活用事例については、昨年

度からＣＩＯ補佐官はお願いしているわけですけ

れども、昨年度は職員研修ですとか優先取組事項

の選定などの洗い出しをやっていただきまして、

今年度から別の方にお願いしていますけれども、

大手広告代理店でずっとデジタルをやってこられ

た方ですけれども、その方には、公式ラインを活

用した総合窓口を今整備していますけれども、ど

ういうふうにやるのが一番効果的かというのを見

てもらっているのと、あとは講師派遣に関しては、

大手通信会社の方に来てもらう予定ですけれど

も、その方、各大学だとか自治体とかで職員のＤ

Ｘ意識をどう向上するかというのが専門なので、

職員の意識、具体的にどう進めていくのがＤＸの

推進につながるのかというような話を聞きつつ、

実際の現場で運用ベースでどのように運用してい

くのが一番効果的かという、この両輪でやってい

るというような状況です。 

〇９番（土屋美奈子君） 何となく分かりました。

ラインも今やってもらっているのですね。10月の

運用開始に向けて着々準備を進めているという感

じですか。分かりました。 

 それでは、マイナンバーは聞くこともないのだ

けれども、マイナンバー、今国のほうが頓挫して

いるのかなというふうに私は見ていて、この間情

報漏えいが大分出たので、ちょっとうまくいって

いないのかなと思って、これは本町では今どうこ

う使うというような計画なんていうのはないのだ

ろうというふうに思っているのですけれども、こ

れは本町の普及状況なんていうのは分かります

か。ちょっと数は１問目で通告しなかったので、

分からなければいいです。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、土屋議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 マイナンバーカードについての本町の普及率に

関しては、人口に対する保有枚数が66.7％という

ことです。マイナンバーカード機能を活用したサ
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ービスに関しては、町の取組というより国の取組

でやっていますけれども、それの利便性が上がる

ことがマイナンバーカードの保持の促進につなが

るのではないのかなというふうに思っています。

昨今いろいろな問題が出てきていますけれども、

報道ベースでしか、私中身は詳しくは分からない

のですけれども、ヒューマンエラーの側面も結構

あるのではないのかなというふうに思っています

ので、本町としてはそういうヒューマンエラーは

なくすことを努めるとともに、もちろんＤＸの推

進によって手間が増えることがあったら本末転倒

だから、そういうことのないように取組を進めて

いければいいなというふうに思っています。 

〇９番（土屋美奈子君） 分かりました。マイナ

ンバーに関しては本当に手間が増えたことのほう

が末端自治体では多かったのかなというふうに思

っています。これからどうなるかちょっと分かり

ませんけれども、改善されていくのかなというふ

うに思っています。思った以上に普及率が上がっ

ていなかったのかな、まだ66％なのだなというふ

うに思いました。 

 そうしたら、テレワークちょっと聞いてみよう

か。テレワーク推進はコロナ禍でやったという答

弁が先ほどございましたけれども、この環境とい

うのはもう整ったということなのでしょう。テレ

ワーク、自宅で庁舎内にいるのと同じような環境

で働けるような準備というのはできているのでし

ょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、土屋議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 テレワークに関してはマイクロソフトのチーム

スというソフトを入れていまして、それだとイン

ターネット回線を利用して、書類へのアクセスと

か、もちろんメール受信や文書の作成などどこに

いてもできますし、例えば子育て中の職員がテレ

ワークで勤務したという事例もありますし、あと

私自身結構離れていることが、いろいろ出ている

ことが多いのですけれども、出先でもスマホで仕

事ができたりしますので、その辺は割とシステム

をうまく活用してテレワークはできているのでは

ないのかなというふうに思います。 

〇９番（土屋美奈子君） 分かりました。今チー

ムスという話が出たので、質問しようというふう

に考えていなかったのですけれども、今マイクロ

ソフトの新しいサービスがそろそろ日本にやって

くるのかなと思います。基盤はチームスだとかワ

ードだとかエクセルだとか、うちの自治体、ほと

んどマイクロソフトを使っているから、今答弁を

聞いて、基盤ができているのかなというふうに思

いました。チームス使うと、今度新しいサービス

始まると、それで会議をすると議事録作ってくだ

さいと入力すると、議事録１分か２分でできてし

まって、そして会議の内容の要点は何でしたかと

打つと要点まとめてくれて、皆さん合意したもの

はどれとどれですかというふうに入れると、ほん

の数秒というか、１分くらいで会議の内容、１時

間、２時間の内容ができてしまうというものが、

今まだ日本に入ってきていませんけれども、来そ

うです。世界ですごく話題になっているコパイロ

ットというものです。あれをもし使うとしたら、

うちの役場でも相当の職員の時間の削減になるの

だろうというふうに思います。これをするのだと

したら、クラウドは必要かなというふうに私は思

っています。自宅で仕事をする環境として、自宅

にいてもいろいろなものにアクセスしていけると

いうふうな環境が整うともっとテレワークという

のが、テレワークのみならず、町長はよく遠くに

おられると、入っていない会議でもクラウド上で

要点を全てチームスで会議をしていった場合確認

がすごく簡単になってくるという未来も今間近に

来ていると思うのです。だから、その基盤という

ものがもうあるということですね。職員も役場に

いなくても、今タブレット持っているのか、どう

いう機器を持っているのか分からないけれども、
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それ一台持っていったらどこにいても参加をして

いけるような体制ができている、インターネット

につながればということでよろしいでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、土屋議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 チームスに関しては、基本的にはそういう認識

で構いません。もちろんＰＣなくてもスマホ一台

あればどこへ行っても仕事ができるという体制で

す。あとは、議会の議事録とかも今文字起こし、

手動でしていると思いますけれども、そういうの

ももちろんＡＩで全部できるようになりますし、

昔はちょっと精度が低かったけれども、これだけ

ＡＩの学習の速度が上がっているので、そんなに

エラーなくきちんと文字起こしできるようなシス

テムになってきていますので、そういう人がやる

仕事というのはどんどん減っていくでしょうし、

役場のスタッフの省力化にもつながってくるので

はないのかなというふうに思います。 

〇９番（土屋美奈子君） 分かりました。すごく

削減というか、業務の削減につながるのではない

か、近い将来というふうに私は思います。ただ、

これＡＩは新しく物を考えたりとかできないか

ら、つなぎ合わせというか、間違いが起こるので

す。それが全て正しいとは限らないので、そこを

きちんとできる力というのが職員に求められてく

るのだろうというふうに思います。そういった部

分で試験とかもあるのだろうし、資格とかもある

のだろうし、スキルアップということに力を入れ

ていっていただきたいなというふうに思います。 

 最後、デジタルディバイド対策、情報格差につ

いての見解を何点かお伺いしたいと思います。誰

一人取り残さないということで進めていかれるわ

けですけれども、情報、ＤＸが進んでいくと、や

っぱりパソコン持っている人と持っていない人、

スマホを買える人と買えない人、通信環境のある

人とない人、そういったもの、経済の格差、経済

的格差だとか場所の格差だとか、そういったもの

が大きくなって、恩恵を受けられる人と受けられ

ない人という差が開いてきます。どんどん、どん

どん社会がデジタル化、ＤＸ化というふうに進め

ていくのだけれども、この格差を解消していくと

いうのが大きな一つの課題というか、新しい課題

というふうになってくるというふうに私は思って

いるのですけれども、この解消に向けて町長の見

解、それから取組なんかをお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、土屋議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ＤＸの進展によってデジタルディバイドが発生

するというような話ですけれども、今土屋議員お

っしゃっていた２つの論点があると思いますが、

１つは例えば高齢者とかでデジタルに不慣れな人

の側面と、また経済的な側面でスマホが買えなか

ったりというような２つの話があったと思います

が、１つ目の高齢者等の不慣れな方に関しては、

もちろんデジタル化によって余力が生まれるわけ

です、職員の側にも。その生まれた余力を分から

ない高齢者に振り分けるということで、すなわち

ＤＸの進展によって不慣れな人に対応する時間が

生み出せるということで解消ができていくのでは

ないのかなというふうには思います。 

 あと、経済格差に関しては、これは町がどうの

こうのという話ではないかもしれませんが、デジ

タルデバイスに関してはもちろん最新機種は結構

高かったりしますけれども、ちょっと型落ちの機

種でも十分な性能を備えて、結構安く、すぐ新機

種出ると値段が下がったりする場合もあります

し、あとは通信会社もどんどん通信料下げていた

りしますので、そういう、もちろん経済的な余力

のない場合でもデジタル機器が使えるような社会

にはなってきているのではないのかなと思います

が、これは町がどうこうという話ではないかもし

れません。 

〇９番（土屋美奈子君） 分かりました。今後進

めていくに当たって、私は進めていくべきだ、進
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めていくしかないというふうに思っているのだけ

れども、こういった高齢者、使いづらさというも

のをなるべく解消していくような施策も考えてい

ただきたいなと思います。使いやすかったら使っ

てしまうのです。うちの親だって80歳超えている

けれども、ユーチューブばかり見ているし、デジ

タルの写真とかも使ってしまっているし、例えば

どこかのまちの葉っぱビジネスだってお年寄り、

80代、90代がタブレットを持って商売をしている

のです、この年になって。使いやすかったら知ら

ないうちに使ってしまうと思うので、10月にもラ

インの使いやすさも見直しが出てくるようなの

で、視点を、みんなが、誰一人取り残さないなの

で、そういう視点だと思いますけれども、よろし

くお願いしたいと思います。最後答弁あれば、よ

ろしくお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、土屋議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 繰り返しになりますけれども、手段であって、

社会を豊かにするのが目的ですので、その点を踏

まえてＤＸは今後も進めていくということでござ

います。 

〇議長（藤野博三君） 土屋議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

（「議長、議事進行、６番」の声あり） 

〇６番（庄 巖龍君） ただいま町長のほうから

土屋議員の質問に対して、答弁がございましたけ

れども、議事録作成につきましてはこれは議会事

務局の仕事であって、今議会運営委員会のほうで

ＤＸ化を進めているということでありますので、

これは町長が答弁すべきことではないと思いま

す。その辺について踏み込んだ答弁があったかと

思いますので、これは削除したほうがよろしいか

と思います。 

〇議長（藤野博三君） 庄議員に申し上げます。 

 ただいまの質問の中で確かに町長は議事録作成

に対しても踏み込んで行いましたが、これはＤＸ

を推進していく中での答弁の一環であると議長は

考えております。この答弁に対しては議長として

は削除の必要はなく、そのまま議事録に掲載した

ほうがよろしいのではないかと考えておりますの

で、その辺ぜひご理解いただきたいと思います。 

 議事の取扱い上、議会運営委員会開催のため暫

時休憩します。 

休憩 午前１０時２９分 

                              

再開 午前１０時５１分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（藤野博三君） 先ほど本会議休憩中に議

会運営委員会が開催されましたので、その結果に

ついて委員長からの報告を求めます。 

〇６番（庄 巖龍君） 先ほど本会議休憩中に委

員会室におきまして議会運営委員会が開催をされ

ましたので、その審議経過並びに結果につきまし

て私のほうからご報告を申し上げます。 

 委員７名の出席がありましたことをご報告申し

上げます。 

 今回審議されました内容につきましては、追加

案件についてであります。新たに追加されました

案件は、意見案４件、閉会中の継続審査調査申出

について、他に議長の諸般報告であります。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略をさせていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第９、意見案第１号 国土強靱化に資する

社会資本整備等に関する要望意見書ないし日程第

12、意見案第４号 脱炭素と自然再興に貢献する

サーキュラー・エコノミー（循環型経済）の推進

を求める要望意見書までの意見案４件につきまし

ては、議員発議でありますので、それぞれ即決に
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てご審議いただくことに決しました。 

 なお、意見案第１号ないし意見案第４号につき

ましては、一括上程の上、ご審議をいただくこと

に決しました。 

 日程第13、閉会中の継続審査調査申出について

であります。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（藤野博三君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 ただいま議会運営委員会の委員長から報告あり

ましたとおり、意見案４件、閉会中の継続審査調

査申出についてを本日の日程に追加し、議題とす

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案４件、閉会中の継続審査調査申

出についてを本日の日程に追加し、議題とするこ

とに決定いたしました。 

 なお、追加後の日程は、お手元に配付の日程表

のとおりであります。 

                              

〇議長（藤野博三君） この際、諸般の報告を行

います。 

 委員の派遣についてご報告申し上げます。会議

規則第73条の規定に基づき民生教育常任委員会よ

り10月10日から13日までの４日間、鹿児島県日置

市、佐賀県神埼市に所管事務調査に関わる行政視

察のため委員の派遣要求があり、これを承認いた

しましたので、ご報告いたします。 

 以上で諸般報告を終わります。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第２、議案第３号 余

市町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例案を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇子育て・健康推進課長（中島紀孝君） ただい

ま上程されました議案第３号 余市町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例案につき

まして、提案理由をご説明申し上げます。 

 このたびの改正につきましては、地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律の一部が改正されたことか

ら、本町条例についても同様の改正を行うもので

ございます。 

 内容といたしましては、就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律第３条第10項が一部改正で削られ、同条第11項

が第10項に繰り上げられることから、余市町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例第15条で引用している条

文の改正を行うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 余市町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案。 

 余市町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定する。 

 令和５年９月14日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。余市町特定教育

・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例。 

 余市町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例（平成27年

余市町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第15条第１項第２号中「同条第11項」を「同条

第10項」に改める。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 以上、議案第３号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 余市町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例案は、原案のと

おり可決されました。 

                       

〇議長（藤野博三君） 日程第３、議案第４号 余

市町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例案を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇子育て・健康推進課長（中島紀孝君） ただい

ま上程されました議案第４号 余市町放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 このたびの改正につきましては、国の子ども・

子育て支援交付金の対象となる放課後児童健全育

成事業の内容について定める通知が改正され、放

課後児童支援員とみなすことのできる研修修了予

定者の研修修了の資格要件が変更されたことに伴

い、本町条例についても同様の改正を行うもので

ございます。 

 内容につきましては、個々の研修修了予定者に

ついて研修修了期限は課されるものの、研修修了

予定者を放課後児童支援員とみなす措置の無期限

化に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 余市町放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案。 

 余市町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 令和５年９月14日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。余市町放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例。 

 余市町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成27年余市町条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２条中「この条例の施行の日から令和７

年３月31日までの間」を「当分の間」に、「令和

７年３月31日までに」を「その者の研修計画を定

めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事

することとなった日から２年以内に当該研修を」

に改める。 

 附則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第４号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇６番（庄 巖龍君） これ２年の修了期間とい

うことでございますけれども、それまでは放課後

児童に当たる方、有資格者は研修で、どういう資

格を何日間で取ると余市町では定められています

か。 

〇子育て・健康推進課長（中島紀孝君） ６番、

庄議員のご質問にご答弁申し上げます。 

 研修の内容につきましては、放課後児童支援員

の資格研修を取っていただくという形になってご

ざいまして、申し訳ございません、研修の期間に

ついてはこちらでちょっと今把握できておりませ

んので、ご理解願います。 

〇６番（庄 巖龍君） それでは駄目なのです。

この期間がきちんとはっきりしていないと、この

２年間が有効にならないのです。きちんと答弁し

てください。 

〇議長（藤野博三君） 答弁調整のため暫時休憩

します。 

休憩 午前１１時０３分 

                              

再開 午前１１時０８分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ６番、庄議員の質疑に対する答弁を求めます。 

〇子育て・健康推進課長（中島紀孝君） 答弁調

整のため貴重なお時間をお借りし、大変申し訳ご

ざいませんでした。６番、庄議員のご質問にお答

えいたします。 

 研修につきましては、１回に４日間ございまし

て、そちらの４日間の研修を受けていただくと資

格が取れるということになってございます。 

〇６番（庄 巖龍君） 最終的な確認をさせてい

ただきます。 

 非交付団体であります東京都を抜かした道府県

におきまして、こちらのほうが制定をされている

と思います。４日間、このお時間も含めた上で、

４日間ではなくて、これ時間数なのです、実際。

科目がありまして、これはあくまで余市町ではな

くて、東京都を抜かした道府県におけるところの

４日間で何時間なのか、そこまでお答えください。 

〇子育て・健康推進課長（中島紀孝君） ６番、

庄議員の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 こちら北海道が行っております放課後児童支援

員の認定資格研修でございますけれども、研修の

時間といたしましてはトータルで24時間となって

ございます。 

〇議長（藤野博三君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



 

－86－ 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 余市町放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決さ

れました。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第４、議案第５号 余

市町下水道事業の設置等に関する条例案を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（樋口正人君） ただいま上程され

ました議案第５号 余市町下水道事業の設置等に

関する条例案につきまして、その提案理由をご説

明申し上げます。 

 本町の公共下水道は、令和６年４月１日より地

方公営企業会計に移行するに当たり、地方公営企

業法第４条の規定に基づきまして地方公営企業の

設置及びその経営の基本に関する事項等は条例で

定めることとされていることから、このたび余市

町下水道事業の設置等に関する条例制定の提案を

行うものであります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第５号 余市町下水道事業の設置等に関す

る条例案。 

 余市町下水道事業の設置等に関する条例を次の

とおり制定する。 

 令和５年９月14日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。余市町下水道事

業の設置等に関する条例。  

（下水道事業の設置） 

 第１条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上

に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資す

るため、下水道事業を設置する。 

 （法の財務規定等の適用） 

 第２条 地方公営企業法（昭和27年法律第

292号。以下「法」という。）第２条第３項及び地

方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第１

条第２項の規定により、下水道事業に法第２条第

２項に規定する財務規定等を適用する。 

 （経営の基本） 

 第３条 下水道事業は、常に企業の経済性を発

揮するとともに、公共の福祉を増進するように運

営されなければならない。 

 ２ 下水道事業の処理区域、面積及び計画人口

は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 処理区域 大川町１丁目から20丁目ま

で、黒川町１丁目から５丁目まで、黒川町８丁目

から20丁目まで、富沢町４丁目から12丁目まで、

沢町１丁目から４丁目まで及び入舟町のそれぞれ

の全区域 

 黒川町６丁目から７丁目まで、富沢町１丁目か

ら３丁目まで、富沢町13丁目から14丁目まで、沢

町５丁目から６丁目まで、港町、梅川町、浜中町、

朝日町、美園町、山田町、黒川町、栄町及び登町

のそれぞれの一部区域 

 （２） 面積 668.6ヘクタール 

 （３） 計画人口 １万2,830人 

 （重要な資産の取得及び処分） 

 第４条 法第33条第２項の規定により予算で定

めなければならない下水道事業の用に供する資産

の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得て

する売払い以外の方法による譲渡にあっては、そ

の適正な見積価格）が700万円以上の不動産若しく

は動産の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場

合を除き、土地については、１件5,000平方メート

ル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の

信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 

 （会計事務の処理） 

 第５条 法第34条の２ただし書の規定により、

下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲

げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるも

のとする。 

 （１） 公金の収納又は支払に関する事務 

 （２） 公金の保管に関する事務 
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 （３） 帳票の管理に関する事務 

 次のページをお開き願います。 

 （議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

 第６条 下水道事業の業務に関し法第40条第２

項の規定により条例で定めるものは、負担付きの

寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の

価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に

属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額

が100万円以上のものとする。 

 （業務状況説明書類の作成） 

 第７条 町長は、下水道事業に関し、法第40条

の２第１項の規定により、毎事業年度４月１日か

ら９月30日までの業務の状況を説明する書類を

11月30日までに、10月１日から３月31日までの業

務の状況を説明する書類を５月31日までに作成し

なければならない。 

 ２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次

に掲げる事項を記載するとともに、11月30日まで

に作成する書類においては前事業年度の決算の状

況を、５月31日までに作成する書類においては同

日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営

方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 

 （１） 事業の概況 

 （２） 経理の状況 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、下水道事

業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認

める事項 

 ３ 天災その他やむを得ない事故により、第１

項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明

する書類を作成することができなかった場合にお

いては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成

しなければならない。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和６年４月１日から施行す

る。 

 （余市町公共下水道設置条例及び余市町公共下

水道事業基金条例の廃止） 

 ２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 （１） 余市町公共下水道設置条例（昭和56年

余市町条例第４号） 

 （２） 余市町公共下水道事業基金条例（平成

28年余市町条例第20号） 

 （余市町特別会計条例の一部改正） 

 ３ 余市町特別会計条例（昭和39年余市町条例

第13号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「次の各号に掲げる特別会計」を「国

民健康保険特別会計」に、「当該各号に定める目

的」を「国民健康保険事業」に改め、同条各号を

削る。 

 第２条中「前条各号」を「前条」に改める。 

 以上、議案第５号につきましてその概要を申し

上げましたので、ご審議、ご決定を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇６番（庄 巖龍君） 第４条についてお聞きい

たします。 

 下水道の設置に当たりまして、土地の買収に当

たりまして、民間のところの場合はこちらのほう

の金額において民間の所有者と折衝するというこ

とで理解してよろしいでしょうか。 

〇下水道課長（樋口正人君） ６番、庄議員のご

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 重要な資産である一定額以上の動産、不動産や

一定面積以上の土地を取得する、または処分する

場合は、予算で定めなければならないというふう

な規定でございます。一定額及び一定面積につい

ては、地方公営企業法施行令により町村の場合が

700万円以上、5,000平方メートル以上と定めてい

るそれぞれの数値を適用した中で管理運営をして

まいりたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 
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〇議長（藤野博三君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号 余市町下水道事業の設置

等に関する条例案は、原案のとおり可決されまし

た。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第５、議案第６号 余

市町下水道条例の一部を改正する条例案を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（樋口正人君） ただいま上程され

ました議案第６号 余市町下水道条例の一部を改

正する条例案につきまして、その提案理由をご説

明申し上げます。 

 下水道使用料は、これまで消費税及び地方消費

税につきましては納税計算上内税扱いとして処理

をしておりましたが、消費税法の改正に伴いまし

て令和５年10月よりインボイス制度が導入され、

取引に当たっての消費税及び地方消費税を明確に

することがより求められているところでございま

す。つきましては、現行の料金表を消費税及び地

方消費税を除いたいわゆる税抜き表示とし、条文

におきましては消費税等を加算する外税方式への

改正をいたすものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第６号 余市町下水道条例の一部を改正す

る条例案。 

 余市町下水道条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。 

 令和５年９月14日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開きください。余市町下水道条

例の一部を改正する条例。 

 余市町下水道条例（昭和63年余市町条例第16号）

の一部を次のように改正する。 

 第15条第１項中「別表に定めるところにより算

定」の次に「した額に消費税法（昭和63年法律第

108号）の規定による消費税の額及び地方税法（昭

和25年法律第226号）の規定による地方消費税の額

に相当する額を加えた額（その額に１円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額）と」を加

える。 

 別表を次のように改める。 

 別表（第15条関係） 

 区分、一般用、基本料金、汚水量７立方メート

ルまで、料金1,368円、超過料金（１立方メートル

につき）195円。区分、公衆浴場用、基本料金、汚

水量100立方メートルまで、料金2,181円、超過料

金（１立方メートルにつき）21円。 

 附則 

 この条例は、令和６年７月１日から施行し、令

和６年７月調定分から適用する。 

 以上、議案第６号につきましてその概要をご説

明申し上げましたので、何とぞご審議、ご決定を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして新旧対照表を添

付してございますので、ご高覧賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 
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〇議長（藤野博三君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 お諮りいたします。本案については、さきに議

会運営委員会の委員長から報告がありましたよう

に、議長を除く議員15名をもって構成する余市町

下水道条例審査特別委員会を設置し、閉会中とい

えども審査、調査のできますことを付け加え、付

託申し上げることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案については議長を除く議員15名を

もって構成する余市町下水道条例審査特別委員会

を設置し、閉会中といえども審査、調査のできる

ことを付け加え、付託申し上げることに決しまし

た。 

 なお、本会議終了後、301、302号会議室におい

て本特別委員会を開催いたしますので、ご参集願

います。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第６、議案第７号 余

市町水道事業給水条例の一部を改正する条例案を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇水道課長（紺谷友之君） ただいま上程されま

した議案第７号 余市町水道事業給水条例の一部

を改正する条例案につきまして、その提案理由を

ご説明申し上げます。 

 本町の水道料金等の消費税及び地方消費税の取

扱いにつきましては、現在内税として処理してお

りますが、消費税法の改正により本年10月から適

格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が

導入され、取引に当たって消費税額を明確にする

必要が生じているところでございます。これら動

向を踏まえ、余市町水道事業給水条例において水

道料金等の消費税課税対象となる料金について条

例に定めのある金額に消費税及び地方消費税を加

える旨を明示し、これを利用者にご負担いただく

外税方式に改めることにより、消費税額を明確に

する条例の一部改正を行おうとするものでござい

ます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第７号 余市町水道事業給水条例の一部を

改正する条例案。 

 余市町水道事業給水条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 令和５年９月14日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。余市町水道事業

給水条例の一部を改正する条例。 

 余市町水道事業給水条例（昭和39年余市町条例

第30号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第１号中「工事費は次の合計額」を「工

事費の額は、次に掲げる費用の額の合計額に消費

税法（昭和63年法律第108号）の規定による消費税

の額及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定

による地方消費税の額に相当する額（以下「消費

税相当額」という。）を加えた額（その額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）」

に改める。 

 第26条中「定めるとおり」を「定める基本料金

と超過料金との合計額に消費税相当額を加えた額

（その額に１円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額）」に改める。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、令和６年７月１日から施行し、

この条例による改正後の余市町水道事業給水条例

第26条に規定する料金は、令和６年７月調定分か

ら適用する。 

 （工事費についての経過措置） 

 ２ この条例の施行の日の前日までの申込みに

係る給水装置工事の工事費については、この条例

による改正前の余市町水道事業給水条例の規定の

例により算定する。 

 以上、議案第７号につきまして提案理由のご説
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明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付いたしておりますので、ご高覧をいただ

きたく存じます。 

〇議長（藤野博三君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 お諮りいたします。本案については、さきに議

会運営委員会の委員長から報告がありましたよう

に、議長を除く議員15名をもって構成する余市町

水道事業給水条例審査特別委員会を設置し、閉会

中といえども審査、調査のできますことを付け加

え、付託申し上げることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案については議長を除く議員15名を

もって構成する余市町水道事業給水条例審査特別

委員会を設置し、閉会中といえども審査、調査の

できますことを付け加え、付託申し上げることに

決しました。 

 なお、本会議終了後、301、302号会議室におい

て本特別委員会を開催いたしますので、ご参集を

お願いいたします。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第７、議案第８号 北

海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（越智英章君） ただいま上程されま

した議案第８号 北海道市町村職員退職手当組合

規約の変更についてにつきまして、提案理由をご

説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げます規約の変更につきまし

ては、後志広域連合が新たに北海道市町村職員退

職手当組合へ加入することに伴い北海道市町村職

員退職手当組合規約別表を変更する必要が生じた

ため、本案を提出するものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明いたします。 

 議案第８号 北海道市町村職員退職手当組合規

約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１

項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合

規約を次のとおり変更する。 

 令和５年９月14日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。北海道市町村職

員退職手当組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和32年

１月23日32地第175号指令許可）の一部を次のよう

に変更する。 

 別表（２）一部事務組合及び広域連合の表後志

管内の項中「南部後志衛生施設組合」の次に「、

後志広域連合」を加える。 

 附則 

 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。 

 以上、議案第８号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして規約の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇６番（庄 巖龍君） 余市町は今まで退職手当

については従来どおりやってきておりますが、こ

の時期になってこういうような加盟をするように

なった理由につきましてお聞きします。 

〇総務課長（越智英章君） ６番、庄議員のご質

問にご答弁申し上げます。 

 後志広域連合がこの時期になぜ加入したかとい

うことにつきましては、理由についてはご連絡い

ただいておりません。あくまでも後志広域連合が
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北海道市町村職員退職手当組合のほうに参加の希

望を出したということで構成町村である各町村、

その他構成団体について議決を求めているもので

ございます。 

〇６番（庄 巖龍君） では、本町のほうから加

入を申し出たというように理解してよろしいので

すか。 

〇総務課長（越智英章君） ６番、庄議員の再度

のご質問に答弁いたします。 

 余市町から後志広域連合に対して加入を促進し

たという事実はございません。あくまでも後志広

域連合が市町村退職手当組合のほうに参加を希望

しているということでございます。 

〇議長（藤野博三君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 本案につきましては、会議規則第38条第３項の

規定により委員会の付託を省略いたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更については、原案のとおり可決

されました。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第８、認定第１号 令

和４年度余市町水道事業会計決算認定についてを

議題といたします。 

 お諮りいたします。本案については、さきに議

会運営委員会の委員長から報告のとおり、議長並

びに議会選出の監査委員を除く議員14名をもって

構成する令和４年度余市町水道事業会計決算特別

委員会を設置し、閉会中といえども審査、調査の

できますことを付け加え、付託申し上げることに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案については議長並びに議会選出の

監査委員を除く議員14名をもって構成する令和４

年度余市町水道事業会計決算特別委員会を設置

し、閉会中といえども審査、調査のできますこと

を付け加え、付託申し上げることに決しました。 

 なお、ただいま設置されました特別委員会に対

しては、審査、調査の円滑化を図るため、地方自

治法第98条の規定による書類の検閲及び検査の権

限を付与することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま設置されました特別委員会に

対し、地方自治法第98条の規定による書類の検閲

及び検査の権限を付与することに決しました。 

 なお、本会議終了後、301、302号会議室におい

て本特別委員会を開催いたしますので、ご参集願

います。 

                              

〇議長（藤野博三君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第９、意見案第１号 国土強靱化に資する社会資

本整備等に関する要望意見書、日程第10、意見案

第２号 ブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注入

療法）に対する適正な診療上の評価等を求める要

望意見書、日程第11、意見案第３号 下水サーベ

イランス事業の実施を求める要望意見書、日程第

12、意見案第４号 脱炭素と自然再興に貢献する
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サーキュラー・エコノミー（循環型経済）の推進

を求める要望意見書の以上４件を一括議題とする

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第９ないし日程第12を一括議題と

いたします。 

 お諮りいたします。一括議題の意見案第１号な

いし意見案第４号につきましては、いずれも提出

者の説明及び委員会付託を省略することにいたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明及び委員会付託は省略す

ることに決しました。 

 別にご発言がなければ、まず意見案第１号を採

決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第１号 国土強靱化に資する社

会資本整備等に関する要望意見書は、原案のとお

り可決されました。 

 次に、意見案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第２号 ブラッドパッチ療法（硬

膜外自家血注入療法）に対する適正な診療上の評

価等を求める要望意見書は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、意見案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第３号 下水サーベイランス事

業の実施を求める要望意見書は、原案のとおり可

決されました。 

 次に、意見案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第４号 脱炭素と自然再興に貢

献するサーキュラー・エコノミー（循環型経済）

の推進を求める要望意見書は、原案のとおり可決

されました。 

                       

〇議長（藤野博三君） 日程第13、閉会中の継続

審査調査申出について。 

 各常任委員会並びに議会運営委員会の委員長か

ら、目下委員会において審査調査中の事件につき、

会議規則第74条の規定により、お手元に配付いた

しました申出のとおり閉会中の継続審査調査の申

出があります。 

 お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、

閉会中の継続審査調査に付することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継

続審査調査に付することに決しました。 

                              

〇議長（藤野博三君） 以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって令和５年余市町議会第３回定例会

を閉会いたします。 

閉 会 午前１１時４３分 
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